
65
歳
以
上
の
方
の
平
成
22
年
度

介
護
保
険
料
額
は
左
表
の
と
お
り

で
す
。

●
納
め
方
と
通
知
の
時
期

①
す
で
に
年
金
か
ら
の
天
引
き
が

始
ま
っ
て
い
る
方

4
月
、
6
月
の
年
金
か
ら
も
2

月
の
年
金
天
引
額
と
同
額
の
保

険
料
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

②
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
が
届
い

た
方

お
知
ら
せ
し
た
額
で
4
月
ま
た

は
6
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
が

開
始
さ
れ
ま
す
。

③
前
記
以
外
の
方

7
月
に
納
入
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。
納
期
は
7
月
末
か
ら
来

年
2
月
末
ま
で
の
各
月（
8
回
）

で
す
。
ま
た
、
年
度
途
中
に
65

歳
に
到
達
し
た
方
や
町
外
か
ら

転
入
し
て
来
た
方
に
は
、
7
月

以
降
、
随
時
、
納
入
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。

（
注
意
）
①
と
②
の
方
に
も
7
月

に
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
再
度
保
険
料
額

の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。
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★
制
度
の
概
要

高
齢
運
転
者
等
専
用
駐
車
区
間

制
度
と
は
、
公
安
委
員
会
が
指
定

し
た
駐
車
ま
た
は
停
車
禁
止
区
間

に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
か
ら
交

付
さ
れ
た
標
章
（
高
齢
運
転
者
等

標
章
）
を
普
通
自
動
車
に
掲
げ
る

こ
と
に
よ
り
駐
車
ま
た
は
停
車
す

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

★
設
置
予
定
場
所

官
公
庁
、
病
院
、
福
祉
施
設
、
公

園
そ
の
他
の
不
特
定
多
数
の
者
が

利
用
す
る
施
設
の
う
ち
、
高
齢
者

等
が
日
常
生
活
に
お
い
て
頻
繁
に

利
用
す
る
施
設
の
周
辺
道
路
で
す
。

★
制
度
（
高
齢
運
転
者
等
標
章
）

の
対
象
者

次
の
�
〜
�
に
該
当
し
、か
つ
、

普
通
自
動
車
の
使
用
に
係
る
方

�

普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
保

有
し
て
い
る
年
齢
70
歳
以
上
の
方

�

普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
保

有
し
て
お
り
、
聴
覚
障
害
を
理
由

に
運
転
免
許
に
条
件
が
付
さ
れ
て

い
る
方

�

普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
保

有
し
て
お
り
、
肢
体
不
自
由
を
理

由
に
運
転
免
許
に
条
件
が
付
さ
れ

て
い
る
方

�

普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
保

有
し
て
お
り
、
妊
娠
中
ま
た
は
出

産
後
8
週
間
以
内
の
方

★
そ
の
他
制
度
の
詳
細

制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
最

寄
り
の
警
察
署
交
通
課
ま
た
は
警

察
本
部
交
通
規
制
課
（
�
８
３
２

│
０
１
１
０
代
表
）
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。（
平
日
の
8
時
30

分
〜
17
時
15
分
）

10

このたび東北新幹線の小室地区内（地図参照）で、新
たに一方通行区間を設けました。事故防止のため、ご協
力をお願いします。
3 生活安全課9２２８３

平成22年度の介護保険料額�

第 1 段階�

第 2 段階�

第 3 段階�

第 4 段階�

第 5 段階�

第 6 段階�

第 7 段階�

特　例�
第 4 段階�

生活保護受給者および老齢福祉年金受給
者であって世帯員全員が市町村民税非課
税の方�

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の
前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円以下の方�

（単位：円）�

基準額�
に対す�
る割合�

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の
前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円を超える方�

世帯の誰かに市町村民税が課税されてい
るが、本人は市町村民税非課税で、前年
の合計所得金額と課税年金収入額の合計
が80万円以下の方�

世帯の誰かに市町村民税が課税されてい
るが、本人は市町村民税非課税で、前年
の合計所得金額と課税年金収入額の合計
が80万円を超える方�
本人市町村民税課税で、前年の合計所得
金額が125万円未満の方�
本人市町村民税課税で、前年の合計所得
金額が125万円以上200万円未満の方�
本人市町村民税課税で、前年の合計所得
金額が200万円以上の方�

所得段階� 対象となる方� 年額�

0.5

0.5

0.75

0.91

1.0

1.08

1.25

1.5

21,700

21,700

32,600

39,500

43,500

46,900

54,300

65,200
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特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
一
定

の
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満
の
子
ど

も
を
育
て
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ

る
制
度
で
す
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

・
申
請
す
る
方
や
子
ど
も
が
日
本

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き

・
子
ど
も
が
障
害
に
よ
る
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等
に

入
所
し
て
い
る
と
き

●
支
給
額
（
1
人
に
つ
き
月
額
）

重
度
の
場
合
�
5
0,
7
5
0
円

中
度
の
場
合
�
3
3,
8
0
0
円

※
手
当
て
は
、
4
月
・
8
月
・
11

月
の
年
3
回
に
分
け
て
、
4
か
月

分
ず
つ
支
払
わ
れ
ま
す
。

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、

該
当
す
る
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ

い
。（
外
国
人
の
方
も
受
給
で
き

ま
す
。）

手
当
は
、
申
請
を
し
た
翌
月
か

ら
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

受
給
要
件
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

（
転
入
・
転
出
・
氏
名
変
更
・
児

童
数
の
増
減
な
ど
）
は
、
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

3

福
祉
課
障
害
者
福
祉
係
9
２

１
２
２

11

★保護者の方は、新入学（園）児に
対して、交通ルールを具体的な言葉
で繰り返し教え、お手本となる行動
をとりましょう。
★高齢者の方は、自己の運動能力や
身体機能の変化を的確に認識しまし
ょう。
★自転車の飲酒運転や二人乗り、傘
差し運転、携帯電話使用等の危険な
運転はやめましょう。

この機会に、自転車・車の安全利
用や歩行時の交通安全について改め
て見直し、悲惨な交通事故を起こさ
ない・遭わないよう、注意して行動
しましょう。

所得制限未満の場合に支給となります。�
※一律控除（ 8 万円）のほか、諸控除が受けられる場
合があります。�
※受給資格者になられた方は、年 1 回所得状況届の提
出が必要です。�

特別児童扶養手当所得制限限度額�

扶養人数 本　　人 配偶者・扶養義務者

0
1
2
3

459万6千円�

497万6千円�

535万6千円�

573万6千円�

628万7千円�

653万6千円�

674万9千円�

696万2千円�

特
別
児
童
扶
養
手
当
制
度
に
つ
い
て

特
別
児
童
扶
養
手
当
制
度
に
つ
い
て

「人も車も自転車も�
　　安心・安全　埼玉県」�
「人も車も自転車も�
　　安心・安全　埼玉県」�

　（スローガン）�

春の全国交通安全運動�
４月６日(火)～15日(木)

交通事故死ゼロを目指す日�
４月10日(土)

平成22年 4 月から、子ども手当制度が始まります。
子ども手当は、中学校修了前までの子どもを養育している方に対し、
子ども 1 人につき月額13,000円が支給されます。（所得制限なし）
手当を受けるには、申請が必要です。
平成22年 3 月31日時点の児童手当受給状況により手続きが異なりますので、
下の表でご確認ください。 03 福祉課児童係19２１６０

・子ども手当の受給者は、父母の生計維持等の状況が変わらない場合、児童手当の受給者から変更はできません。 �
・お子様の住民票が伊奈町にない場合、福祉課から請求書の送付はありませんので、お申し出ください。�
・平成22年 4 月 1 日以後において、子ども手当の支給要件または増額に該当することとなった方は、申請日の�
　翌月分から手当の支給または増額改定をします。�
・公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。�

①申請不要�
平成22年 4 月 1 日において、子ども手当の支給要件に
該当する方には、子ども手当の認定請求があったもの
とみなし、 4 月分から支給します。�

②額改定認定請求が必要�
平成22年 4 月 1 日において、中学生の子どもを養育し
ていることにより、子ども手当の額が増額する方で、
平成22年 9 月30日までに額改定認定請求があった場合
は、４月分から増額改定します。�
※ 4 月下旬に、対象のお子様がいる方に書類を送付します。�

③新規認定請求が必要�
平成22年 4 月 1 日において、子ども手当の支給要件に
該当する方で、平成22年 9 月30日までに認定請求があ
った場合は、 4 月分から支給します。 �
※ 4 月下旬に、対象のお子様がいる方に書類を送付します。�

①児童手当を受給していた方で、12歳以下の小学校
修了前の子どものみだった�

②児童手当を受給していた方で、小学校修了前の子ど
もの他に、13歳または14歳の子どもがいた�

③児童手当を受給していなかった方、または手当の支
払差止や認定請求書保留であった方�
・小学校修了前の子どもはいなかったが、13歳または�
　14歳の子どもがいた    �
・小学校修了前の子どもがいたが、所得制限に該当していた�
・児童手当が支払差止となっていた    �
・児童手当認定請求書が不足書類等の不備で審査保留だった�

平成22年 3 月31日時点の児童手当受給状況について� 子ども手当の申請と支給について�

（注意）�

子ども手当の支給について�子ども手当の支給について�子ども手当の支給について�子ども手当の支給について�

子ども手当の支給について�子ども手当の支給について� 子ども手当の支給について�子ども手当の支給について�
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